
情報 平
成
25
年
度
市
・
県
民
税
の
改
正
ポ
イ
ン
ト

生
命
保
険
料
控
除
の
見
直
し

　

平
成
25
年
度
（
平
成
24
年
分
所

得
）
の
市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ

る
人
に
納
税
通
知
書
が
６
月
中
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い

適
用
さ
れ
る
主
な
改
正
点
な
ど
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
生
命
保
険
料
控
除
の
見
直
し

　

今
回
の
改
正
で
は
、
生
命
保
険

料
控
除
の
合
計
適
用
限
度
額
の
７

万
円
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

平
成
24
年
１
月
１
日
以
後
に
締
結

し
た
保
険
契
約
な
ど
（
新
契
約
）

に
つ
い
て
は
、
従
来
の
一
般
生
命

保
険
料
控
除
と
個
人
年
金
保
険
料

控
除
に
、
介
護
医
療
保
険
料
控
除

が
新
設
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険

料
控
除
の
適
用
限
度
額
が
２
万
８

千
円
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
23
年
12
月
31
日

以
前
に
締
結
し
た
保
険
契
約
な
ど

（
旧
契
約
）
に
つ
い
て
は
、
従
来

の
一
般
生
命
保
険
料
控
除
と
個
人

年
金
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
限
度
額
も
３
万

５
千
円
の
ま
ま
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

◆
新
契
約
に
係
る
控
除
額

　

一
般
生
命
保
険
料
控
除
お
よ
び

個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
適
用
限

度
額
が
２
万
８
千
円
に
変
更
に
な

り
、
新
設
さ
れ
る
介
護
医
療
保
険

料
控
除
も
同
額
に
な
り
ま
す
（
合

計
適
用
限
度
額
７
万
円
）。

◆
旧
契
約
に
係
る
控
除
額

　

従
来
の
一
般
生
命
保
険
料
控
除

お
よ
び
個
人
年
金
保
険
料
控
除

（
そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
限
度
額
３
万

５
千
円
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
（
合

計
適
用
限
度
額
７
万
円
）。

◆
新
契
約
と
旧
契
約
の
双
方
に
つ

い
て
保
険
料
控
除
の
適
用
を
受
け

る
場
合
の
控
除
額

　

新
契
約
と
旧
契
約
の
双
方
に
つ

い
て
保
険
料
控
除
の
適
用
を
受
け

る
場
合
に
つ
い
て
、
一
般
生
命
保

険
料
控
除
ま
た
は
個
人
年
金
保
険

料
控
除
の
控
除
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
①
お
よ
び
②
の
合
計
額
（
適

用
限
度
額
２
万
８
千
円
）
に
な
り

ま
す
（
合
計
適
用
限
度
額
７
万

円
）。

①
新
契
約
の
支
払
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
新
契
約
に
係
る
控
除
額
に

よ
り
計
算
し
た
金
額

②
旧
契
約
の
支
払
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
旧
契
約
に
係
る
控
除
額
に

よ
り
計
算
し
た
金
額

◆
均
等
割
も
所
得
割
も
課
税
さ
れ

な
い
人

①
生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活
扶
助

を
受
け
て
い
る
人

②
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦

ま
た
は
寡
夫
で
、
平
成
24
年
中
の

所
得
が
１
２
５
万
円
以
下
の
人

◆
均
等
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

　

平
成
24
年
中
の
所
得
が
次
の
算

式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
の
人

　

28
万
円×

（
控
除
対
象
配
偶
者

お
よ
び
扶
養
親
族
の
数
＋
１
）＋

16
万
８
千
円

　

た
だ
し
、
控
除
対
象
配
偶
者
お

よ
び
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合
は

28
万
円

◆
所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

　

平
成
24
年
中
の
所
得
が
次
の
算

式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
の
人

　

35
万
円×

（
控
除
対
象
配
偶
者

お
よ
び
扶
養
親
族
の
数
＋
１
）＋

32
万
円

　

た
だ
し
、
控
除
対
象
配
偶
者
お

よ
び
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合
は

35
万
円

　

平
成
24
年
中
に
高
齢
や
無
職
な

ど
に
よ
り
所
得
が
な
か
っ
た
人
、

ど
な
た
か
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人

ま
た
は
平
成
６
年
４
月
１
日
生
ま

れ
以
前
の
学
生
の
人
で
も
申
告
書

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
（
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
適
用
や
各
種

税
務
証
明
書
の
基
礎
資
料
に
な
り

ま
す
）。

※

詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
市
民
税
班

☎
73
・
０
０
８
７

平
成
25
年
度
か
ら
の

主
な
改
正
点

市
・
県
民
税
が

課
税
さ
れ
な
い
人

無
収
入
な
ど
で

申
告
し
て
い
な
い
人

◆新契約に係る控除額

12,000円以下

12,001円～ 32,000円

32,001円～ 56,000円

56,001円以上

一般生命保険料控除
（適用限度額２万８千円）

介護医療保険料控除
（適用限度額２万８千円）

生命保険料控除額（合計適用限度額７万円）

個人年金保険料控除
（適用限度額２万８千円）

支払保険料の金額

支払保険料の金額×１／２＋6,000円

支払保険料の金額×１／４＋14,000円

一律28,000円

支払保険料の金額 控　　　除　　　額

◆旧契約に係る控除額

15,000円以下

15,001円～ 40,000円

40,001円～ 70,000円

70,001円以上

一般生命保険料控除
（適用限度額３万５千円）

生命保険料控除額（合計適用限度額７万円）

個人年金保険料控除
（適用限度額３万５千円）

支払保険料の金額

支払保険料の金額×１／２＋7,500円

支払保険料の金額×１／４＋17,500円

一律35,000円

支払保険料の金額 控　　　除　　　額

◆新契約と旧契約の双方について控除を受ける場合
一般生命保険料控除
（適用限度額２万８千円）

＋

＝

＋

＝

介護医療保険料控除
（適用限度額２万８千円）

生命保険料控除額（合計適用限度額７万円）

個人年金保険料控除
（適用限度額２万８千円）

新
契
約

一般生命保険料控除
（適用限度額３万５千円）

個人年金保険料控除
（適用限度額３万５千円）

旧
契
約

一般生命保険料控除
（適用限度額２万８千円）

介護医療保険料控除
（適用限度額２万８千円）

個人年金保険料控除
（適用限度額２万８千円）

合　

計

世界中の太陽光発電取扱い

保証もたっぷり25年で安心　
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週末は
何かがある！

税と保険料市
税
の
滞
納
処
分

納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

市
税
は
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
健

康
な
暮
ら
し
を
す
る
た
め
に
、
重

要
な
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
市

が
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
社

会
保
障
、
ご
み
処
理
、
教
育
、
道

路
整
備
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
事
業
を

進
め
る
上
で
、
非
常
に
大
切
な
財

源
で
す
。

　

市
税
を
滞
納
す
る
こ
と
は
、
市

の
財
政
を
圧
迫
し
市
民
サ
ー
ビ
ス

に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
も
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
、
督
促
状
の

送
付
な
ど
の
経
費
に
、
税
金
を
使

う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、
納
期
内
に

き
ち
ん
と
納
税
し
て
い
る
大
多
数

の
市
民
の
皆
さ
ん
と
の
公
平
性
を

欠
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
市
で
は
、
市
税
の
滞

納
者
に
財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど

の
滞
納
処
分
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
税
が
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ

な
い
と
、
督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。

こ
の
場
合
、
延
滞
金
が
発
生
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
納

付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
催
告
書
を

発
送
し
ま
す
。

　

催
告
書
で
納
税
や
納
税
相
談
が

な
い
場
合
は
、
勤
務
先
・
金
融
機

関
・
生
命
保
険
会
社
な
ど
へ
財
産

調
査
を
行
い
、
滞
納
処
分
（
財
産

差
押
）
を
執
行
し
ま
す
。

　

滞
納
処
分
で
は
、
差
し
押
さ
え

た
財
産
の
う
ち
、
給
与
・
預
金
な

ど
は
債
権
取
り
立
て
を
行
い
、
不

動
産
・
動
産
は
公
売
な
ど
に
よ
り

換
価
し
、
市
税
に
充
当
し
ま
す
。

　

災
害
、
け
が
や
病
気
、
失
業
、

事
業
不
振
な
ど
、
や
む
を
得
な
い

理
由
や
多
重
債
務
に
よ
り
税
金
を

納
期
内
に
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
早
め

に
左
記
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
一

括
納
付
が
難
し
い
場
合
に
は
、
生

活
状
況
な
ど
を
お
聞
き
し
た
上
で

分
割
納
付
に
応
じ
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

問
税
務
課
納
税
推
進
室
収
税
班

☎
73
・
０
０
８
７

事
情
が
あ
る
場
合
は
ご
相
談
を

滞
納
処
分
（
財
産
差
押
）

Ｑ

国
民
年
金

Ａ
＆＆

国

お
し
え
て

　

な
な
ち
ゃ
ん

お
し
え
て

　

な
な
ち
ゃ
ん

お
し
え
て

　

な
な
ち
ゃ
ん

　
　

借
金
（
住
宅
ロ
ー
ン
）
が
あ

り
、
税
金
が
払
え
な
い
。

　

税
金
は
個
人
債
務
よ
り
優
先

さ
れ
ま
す
。
地
方
税
法
第
14
条
で

は
、
税
金
は
す
べ
て
の
借
金
な
ど

に
優
先
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
借
金
や
住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
る

た
め
納
税
で
き
な
い
と
い
う
の
は

理
由
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

少
額
の
滞
納
で
も
滞
納
処
分

す
る
の
？

滞
納
税
額
の
大
小
は
関
係
あ

り
ま
せ
ん
。「
少
額
の
滞
納
だ
か
ら

差
し
押
さ
え
さ
れ
な
い
だ
ろ
う…

」

な
ど
の
考
え
は
お
や
め
く
だ
さ
い
。

　
　

納
税
相
談
を
し
た
い
け
れ
ど
、

仕
事
で
平
日
に
は
行
け
な
い
。

　
　

毎
週
日
曜
日
（
年
末
年
始
な

ど
を
除
く
）
の
９
時
〜
12
時
ま
で

相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
　

親
が
滞
納
し
た
税
金
は
、
親

が
亡
く
な
っ
た
ら
自
分
（
子
ど

も
）
に
は
関
係
な
い
の
で
は
？

　
　

税
金
の
滞
納
は
資
産
、
財
産

同
様
に
相
続
さ
れ
ま
す
。

　
　

税
金
を
滞
納
し
た
ら
何
か
損

が
あ
る
の
？

　
　

税
金
を
滞
納
す
る
と
、
左
記

の
よ
う
な
不
利
益
が
発
生
し
ま
す
。

・
市
か
ら
の
補
助
金
や
融
資
な
ど

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
制
限
が
か
か

り
ま
す
。

・
勤
務
先
や
各
金
融
機
関
に
対
し

て
財
産
調
査
を
行
う
た
め
、
あ
な

た
が
滞
納
し
て
い
る
事
実
が
知
ら

さ
れ
ま
す
。

・
納
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
、
滞
納

者
の
意
思
に
関
係
な
く
延
滞
金
が

発
生
し
ま
す
。

　
　

な
ぜ
延
滞
金
が
か
か
る
の
で

す
か
？

　
　

税
金
は
納
期
限
内
納
付
が
原

則
で
あ
り
、
納
期
限
内
に
納
付
し

て
い
る
人
と
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
延
滞
金
を
納
付
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
延

滞
金
は
、
滞
納
税
額
を
計
算
の
基

礎
し
て
納
付
さ
れ
る
日
ま
で
の
期

間
に
応
じ
て
計
算
し
ま
す
。

問
税
務
課
納
税
推
進
室
収
税
班

☎
73
・
０
０
８
７

　
　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て

い
た
家
族
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

何
か
手
続
き
は
必
要
で
す
か
。

　
　

死
亡
届
は
す
べ
て
の
受
給
者

が
、
未
支
給
年
金
は
該
当
す
る
人

が
い
る
場
合
に
手
続
き
が
必
要
で

す
。
年
金
は
死
亡
し
た
月
の
分
ま

で
支
払
わ
れ
ま
す
の
で
、
亡
く

な
っ
た
人
が
ま
だ
受
け
取
っ
て
い

な
い
年
金
は
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
に
そ
の
年
金
（
未
支

給
年
金
）
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

　

請
求
で
き
る
遺
族
は
、
配
偶
者
、

子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟

姉
妹
の
順
で
す
。
手
続
き
に
は
、

①
年
金
証
書
②
請
求
者
名
義
の
預

金
通
帳
③
印
鑑
④
戸
籍
謄
本
（
死

亡
者
と
の
関
係
の
わ
か
る
も
の
）

⑤
住
民
票
（
死
亡
者
と
請
求
者
の

も
の
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
請
求
者
と
死
亡
者
が
別
世
帯

の
場
合
に
は
、
生
計
同
一
の
証
明

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

未
支
給
年
金
請
求
書
（
死
亡
届
）

は
、
受
給
し
て
い
た
年
金
の
種
類

に
よ
っ
て
届
出
先
が
異
な
り
ま
す
。

国
民
年
金
は
市
役
所
、
厚
生
年
金

は
年
金
事
務
所
、
共
済
年
金
は
共

済
組
合
と
な
り
ま
す
。

問
佐
原
年
金
事
務
所

☎
０
４
７
８
・
54
・
１
４
４
２

市
民
課
国
保
年
金
班

☎
73
・
０
０
８
６

納
税
相
談

ＱＡ

ＱＱ ＡＡＡ

ＱＡ

ＱＱ ＡＱＡ

ＱＱ
ＡＡ
よ
く
あ
る

お
問
い
合
わ
せ

＆＆
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